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建設工事請負契約に係る一般競争入札の実施等について（通達）

標記について、別紙のとおり定められ、平成２８年４月１日から適用すること

とされたので通達する。

また、本通達の実施に関し必要な細部事項は、整備計画局長から通知させる。

なお、建設工事請負契約に係る一般競争入札の実施等について（防整施（事）

第１０号。２７．１０．１）は平成２８年３月３１日をもって廃止する。
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別紙

建設工事請負契約に係る一般競争入札の実施等

１ 一般競争入札の実施について

予定価格が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（昭和５

５年政令第３００号。以下「特例政令」という。）第３条第１項に規定する財

務大臣の定める額以上の建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第

２条第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）であって、建設工事の入

札・契約手続にあたって一般競争入札によらないことができる自衛隊施設の調

達について（防経工第３６６１号。６．６．２２）及び建設工事の入札・契約

手続に当たって一般競争入札によらないことができる提供施設の調達について

（防整施（事）第１３５号。２８．３．３０）に規定する秘密情報等（以下

「秘密情報等」という。）を含まない建設工事及び次項に規定する安全保障に

係る調達に該当しない建設工事は、特例政令及び公共事業の入札・契約手続の

改善に関する行動計画（平成６年１月１８日閣議了解。以下「行動計画」とい

う。）に基づく一般競争入札によることとする。

２ 安全保障に係る調達における一般競争入札の実施について

安全保障に係る調達（２０１２年３月３０日ジュネーブで作成された政府調

達に関する協定を改正する議定書第３条第１項に規定する国家の安全保障のた

め若しくは国家の防衛上の目的のために不可欠の調達をいう。）については、

行動計画Ⅰ．１．ただし書の規定に基づき、別に通知する一般競争入札による

こととする。

３ 一般競争入札の適用拡大について

予定価格が特例政令第３条第１項に規定する財務大臣の定める額未満であっ

て秘密情報等を含まない建設工事については、不良・不適格業者の排除等に留

意しつつ、原則として一般競争入札を拡大して適用することとする。

４ 総合評価落札方式等の活用について

一般競争入札を実施する工事について、総合評価落札方式及び設計・施工一

括発注方式の積極的な活用を図るものとする。


